
書式第 12号 (法第28条関係)

2023年 度  事 業 報 告 書

2023年 1月 1日 から   2023年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 日本空手道明鏡塾

1 事業の成果

子供の育成健全や交流を図るために演武大会、合同稽古・指導者講習会や機関紙発行等を実施し、
スポーツ振興を通じ地域社会とのコミュニティを広げる結果となりました。
そのため定款の趣旨である健全な青少年の育成に十分寄与することができました。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費用の総費用 【266,253】 円)

事業名 事 業 内 容 実 施
日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人数

事業費の

金額
(円 )

青少年の健全な育成

を目的とした空手演

武大会の開催・運営

に関する事業

創 立 明 鏡 塾 20周 年

P015周 年記念大会24

年開催へ会場 を確保

し、実施の企画・準備

を進めた。

2023.6.-12.

適時実施

(2024.3.20.

開催計画 )

新開小や

Line等

(於 :中 野総

合体育館)

11名

東京都・埼

玉県小中高

大の塾生約

150名 予定

11,100円

(予約代金 )

空手合同稽古と指導

者講習会の開催・運

営に関する事業

中高大学生・成人向け

①合同稽古②指導者講

習会は会場が取れず順

延。③指導ノウハウの

蓄積は自由形2種 を企

画・構成した。

新開小学校

体育館他
11名

明鏡塾黒帯

希望塾生

0名

0円

青少年を育成する明

鏡塾空手道に関する

普及啓発事業

54号 (1月 )・ 55号 (7月 )

を発行 し500部 ×2回を

頒布 した。

2023.1.26

7.29

実施

東京都練馬

区三原台3-

31-14-803

11名

明鏡塾生と

保護者

500部 〉く2

37,447円

青少年の健全な育成

を目的とした他道場

小中学生との交流会

の開催・運営に関す

る事業

熊谷にある他空手道場

に理事一同が訪問し、

種々の技を稽古した。
熊谷市立

市民体育館
11名 明鏡塾

理事
217,706円

NPO活 動中の不測

事態への対応力醸成

を目的に、救急救命

技能を習得する事業

消防庁救急救命隊のA
EDを主体とする普通

救命講習会は消防署と

会場取リスタジュール

が合わず順延 した。

2023.順延
候補 とする

会場
2名

明鏡塾生と

保護者

指導員

0円

DX推進プログラム

によるNPO明 鏡塾
の普及事業

NPO活 動を会員 さら

には広 く世間に伝達す
べ くHPは じめDXを
展開する。

2023.

適時実施

11名

東京都

埼玉県の

小中高大生

一般社会人

0円

(D(2):2023

順延

③2023.6.-12.

適時実施

2023.10.28.

-10.29.

実施

LI配打合せ・

新閉小学校他



書式第 13号 (法第 28条関係 )

2023年 度 活動計算書
2023年 1月 1日 から 2023年 12月 31日 まで

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本空手道明鏡塾
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

2023年 度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本空手道明鏡塾

1.757.920

現金預金 1,757,920
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書式第 17号 (法第 28条関係 )

2023年 度 財産目録
2023年 12月 31日 現在

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本空手道明鏡塾

1

産
，

一

の

ク

一
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現金預金

現金

通常貯金 ゆうちょ銀行

1,757,920

1,757.920
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書式第 18号 (法第 28条関係 )

2023年度年間役員名簿 J晋驚駐だぢF粉織 lξttξ翻″騰紹f躍哲
所並

特定非営利活動法人  日本 手道明鏡塾

1 確認事項 (法第20条及び第21条 を確認の上、チェックを入れてください。)

□ レ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係)□ レ

2 役員一覧

前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該 当者のみに記入)

1

ナカムラ トヨコ

中本す とよこ

2023年 1月 1日

2023年 12月 31日

年

年

月   日

月   日

2
・監事

ナカムラ コ ウ

中村 剛

2023年 1月  1日

2023■ヨ12月 31日

年

年

月   日

月    日

カシオカ  モトヒコ

柏岡 元彦

2023年 1月 1日

2023年 12月 31日

年  月  日

年・ 月   日

4
監 事

タタ
゛
  ヨシヒコ 2023年 1月 1,1

20234F12月 :31日

年 月

月

日

日年多田 仁彦

2023‐年 1月  1日

2023年 12月 31日

年 月

月

日

日年

6
・監事

タカハシ  マサオ

高橋 政男

2023年 1月 1日

2023年 12月 31日

年  月  日

■=  月   日

′

サコ  ユタカ 2023年 1月 1日

2023年 12月 31日

年  月  日

年  月  日佐古 裕

8 監 事
タナカ  ケ

゛
ンキ

田中 玄起

2023年 1月 1日

2023年 12月 31月

年  月  日

年   月    日

9
・監事理 事

カンソ  コウスケ 2023年 1月  1日

2023年 12月 31日

年1   月   日

年 月 日菅野 光祐

10 監 事理 事
タナカ  ヒテバル

田中 秀東

2023年 1月 1日

2023年 12月 31日

年 月

月

日

年 日
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書式第 18号 (法第28条関係)

役 名
どちらかにO

(フ リガナ ) 前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該 当者のみに記入)

氏    名

11

⌒

υ 監事 コサカ  ヒテ'ユキ 2023年 1月 1日

2023年 12月 31日

年

年

月

月

日

日古坂 秀之



書式第4号 (法第 10条 。第28条関係)

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

2023‐年1月 1日 か ら2023年 12月 31日

氏   名

1 中村 とよ子

2 中村 剛

3 柏岡 元彦

4 多田 仁彦

5 今西 清子

6 高橋 政男

7 佐古 裕

8 田中 玄起

菅野 光祐

10 田中 秀東

11 古坂 秀之

特定非営利活動法人_旦杢空壬聾型塾鯉笙___

9




